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児童相談所の移管に係る検討体制について 

 

 

児童相談所の特別区への移管に関しては、平成２４年以降「児童相談所のあり方等

児童相談行政に関する検討会」において、都区で協議を行ってきたが、本年５月の第

１９０回国会において児童福祉法が改正され、特別区において児童相談所を設置でき

ることとなった。 

板橋区においても、平成２５年１２月に「板橋区児童相談所移管に係る検討会」を

設置し、検討を重ねてきたところであるが、移管に向けて検討体制を強化し、下記の

とおり検討を行う。 
記 

 

 

１ 児童福祉法の改正について 

平成２８年５月２７日成立、６月３日公布（別紙１） 

    

２ 今後の検討について 

検討会のメンバーに財政、資産活用部門等を追加し体制を強化したうえで、具体

的な検討を行っていく。 

 

（１）板橋区児童相談所移管に係る検討会設置要綱（別紙２） 

 

（２）２３区共通検討事項について 

①児童相談所を移管するに当たっての課題の抽出・整理 

  ②児童相談所の移管に向けた具体化検討の再調整、ロードマップ 

 

（３）その後の検討課題について 

  ①施設の在り方について 

②人材確保・育成について 

③関係所管課による課題（設置市の事務等）について 





 

 

板橋区児童相談所移管に係る検討会設置要綱 

   （平成２５年１２月２６日区長決定）  

（改正平成２６年４月２１日区長決定） 

（改正平成２８年６月３日区長決定） 

（設置目的）  

第１条 児童相談所移管に係る区の方針検討等を行うとともに、庁内の横断的な調

整を行うため、板橋区児童相談所移管に係る検討会（以下「検討会」という。）

を設置する。  

 

（検討会の構成）  

第２条  検討会は、会長、副会長及び委員により構成することとし、構成員は別

表１に掲げるところによる。  

２ 会長は副区長とする。会長は検討会を統括し、その意思決定を行うものとする。 

３ 副会長は子ども家庭部長とする。副会長は会長を補佐する。 

４ 前項に掲げるもののほか、会長は必要と認める者を委員に指名することができ

る。 

  

（会議） 

第３条  会長は、必要に応じて会を招集し、会議を主宰する。 

２ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

 

（所掌事項）  

第４条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。  

（１）児童相談所移管に関する調査・研究・調整に関すること。 

（２）児童相談所設置市の事務移管に関する調査・研究・調整に関すること。  

（３）前各号に掲げるもののほか、検討会が特に必要と認める事項  

 

（幹事会）  

第５条 検討会の円滑な運営を図るため、検討会に幹事会を設置する。  

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、構成員は別表２に掲げるところに

よる。 

３ 幹事長は、幹事の中から子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。 

４ 幹事会は、幹事長が招集し、検討会に付議する事案について調査及び検討をす

る。  

５ 幹事会は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係職員を幹事会に出席

させ、意見を聞くことができる。 

別紙２ 



 

 

（組織）  

第６条  第４条に掲げる調査・研究・調整等を行うため、検討会の下に検討チー

ムを設けることができる。  

 

（検討チームの構成）  

第７条 検討チームは、チームリーダー、サブリーダー及びメンバーをもって構成

する。  

２ チームリーダーは、検討会において決定された検討課題（以下「検討課題」と

いう。）を所管する検討会委員にある者をもって充てる。  

３ サブリーダー、メンバーは、チームリーダーが選任する。  

 

（検討チームの所掌事項）  

第８条 検討チームの所掌事項は次のとおりとする。  

（１）検討課題についての具体的な調査・研究に関すること。  

（２）検討会に対する調査・研究結果の報告に関すること。  

（３）その他、検討会からの指示に関すること。  

 

（庶務）  

第９条 検討会の庶務は、子ども家庭部子ども家庭支援センターにおいて処理する。  

２ 検討チームの庶務は、当該検討チームのチームリーダーに充てられた部長の属

する部の庶務担当課において処理する。  

 

（その他）  

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が定める。  

付 則  

この要綱は、区長決定の日から施行する。 

付 則  

この要綱の一部改正は、区長決定の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１（第２条関係） 

検討会 

会 長 副区長 

副会長 子ども家庭部長 

委 員 政策経営部長 

委 員 技術担当部長 

委 員 総務部長 

委 員 健康生きがい部長 

委 員 保健所長 

委 員 福祉部長 

委 員 教育委員会事務局次長 

 

 

 

 

 

別表２（第５条関係） 

幹事会 

幹事長 子ども家庭部長 

幹 事 政策企画課長 

幹 事 経営改革推進課長 

幹 事 財政課長 

幹 事 資産活用課長 

幹 事 人事課長 

幹 事 健康推進課長 

幹 事 予防対策課長 

幹 事 健康福祉センター所長（母子担当） 

幹 事 障がい者福祉課長 

幹 事 赤塚福祉事務所長 

幹 事 子ども政策課長 

幹 事 子育て支援施設課長 

幹 事 子ども家庭支援センター所長 

 幹 事 教育委員会指導室長 

幹 事 教育支援センター所長 
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